
令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日
中部運輸局福井運輸支局

福井県は冬期に積雪が集中する地域であり、積雪による交通障害がしばしば発生していま

す。令和３年１月７日からの大雪では、高速道路や国道などで大型車等の立ち往生、渋滞等

が発生し、解消までに２日以上を要する事態となりました。

つきましては、トラック運転者の生命身体やお預かりした荷物を守るため、大雪等異常気

象が予想される時には、別添「異常気象時における措置の目安」を参考に、以下の点につい

て措置を講じて頂くようお願いします。なお、異常気象時の無理な運行指示は、トラック・

物流Gメンの是正指導の対象となり得ることを申し添えます。

大雪等異常気象時の無理な運行指示は

トラック・物流Gメンの是正指導の対象になります

荷主関係事業者等 各位

【本件に関する問合せ先】

中部運輸局福井運輸支局 輸送・監査担当 加藤、髙間 電話：0776-34-1602 

✓ 大雪等異常気象時による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止など

の必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運

送経路の変更等を認めていただきますよう、お願いします。

✓ 配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送

可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への運送依頼を控え

る対応をご検討いただきますよう、お願いいたします。

異常気象時の運行指示
（例）気象警報が出ているにもかかわらず運行

指示をする

異常気象時の運行指示の例

大雪警報や台風による警報が出ているのに運行を指

示され、結局異常気象による輸送を継続できず、荷

主から違約金を請求されるなどという例も。

これは当然違反原因行為です。

トラック・物流Gメンとは？ 通報窓口はこちら→

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html
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